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第1章 工 事 概 要 

1.1  工 事 名 称 

 

福山地方卸売市場再整備 水産棟新築冷蔵冷凍設備工事 

1.2 発 注 者 株式会社福山地方卸売市場 

 

1.3 工 事 場 所 福山市引野町 1丁目 1番 1 号（福山地方卸売市場内） 

 

1.4 建 築 概 要 敷地面積     52,183.00 ㎡ 

建築面積      5,727.38 ㎡ 

延床面積      7,421.55 ㎡ 

階数       地上 ２階、地下 0 階 

最高部軒の高さ  設計ＧＬ＋10.500ｍ 

最高部高     設計ＧＬ＋12.155ｍ 

主体構造     鉄骨造 

基 礎     地盤改良 

 

1.5 設 備 概 要 電気設備工事（製氷機設備工事及び冷蔵冷凍設備工事に係るもの） 

機械設備工事（製氷機設備工事及び冷蔵冷凍設備工事に係るもの） 

 

 

1.6 工 事 範 囲 見積用設計図書に示す範囲とする。 

 

1.7 別契約の関連 

工 事 

 

Ⅰ-202 建築概要に記載 

1.8 そ の 他 
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第2章 入 札 要 項 

2.1 工 期 工事着手・・・契約日の翌日（令和 8 年８月下旬） 

完成引渡・・・令和 10年２月２９日 

 

2.2 入 札 用 

  設計図書類 

 

 

設計図工事別枚数 

 

製氷機 

設備 

冷蔵冷

凍設備 
  

 

 
合 計 

30 

 

36 

 
  

 

 

66 

（表紙・図面リスト共、特記仕様書含む） 

設計図      製氷機設備図 1 部  冷蔵冷凍設備図 1 部 

入札条件                      1部 

入札要項                      1部 

質問回答書（追加変更指示書を含む）（回答時交付）   1 部 

 

2.3 支払い条件 

 

別紙「入札条件」による。 

2.4 統括管理費 

 

 

本工事は別途契約の「福山地方卸売市場再整備 水産棟新築工事（以下、水産棟工

事）」と並行して施工するため、水産棟工事に本工事との調整・協力のため、以下

の内容にかかる費用を、統括管理費として見込んでいる。 

（1） 全体工程表の作成及び更新 

（2） 工程管理（工程会議の開催、工事工程の調整・段取り） 

（3） 仮設計画、搬入経路、作業場所及び施工順序の調整 

（4） 各工事の施工図、製作図等の取合いの確認及び調整 

（5） 仮設事務所、作業員待機場所、仮設トイレ、工事車両駐車スペース

の使用 

（6） 足場、揚重機、仮設電気・水道その他共通仮設の使用及び調整 

（7） その他工事全体の円滑な施工に必要な事項 

よって本見積からは上記にかかる費用を差し引くこと。 
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第３章   諸  式  典 

3.1 式 典 本工事おいて式典等は行わないものとする。 

水産棟工事の請負者が起工式等を行う場合は、これに従うものとする。 
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第４章   補 足 事 項 

4.1 施 工 段 階 

  で の 

  質 問 回 答 

 

質問回答はすべて書類によることを原則とする。やむを得ず口頭にて回答を受け

る時は、できる限り速やかに書類による回答書を交付すること。 

質問回答のない事項で、後日施工中に見解の相違が生じた場合はすべて監理者の 

解釈に従うものとし、口頭による回答を申し立てる事はできない。 

4.2 官公庁への 

  諸 手 続 き 

 

 

 

 

 

1） 本工事に必要な官公庁への諸手続きは、すべて請負者においてその手続費用

を負担し、遺漏遅滞なく行うものとする。中間検査諸届、竣工検査等遅         

滞なく手続きを行い、工事完了後は速やかに検査済証の交付を受け提出する

こと。 

2） 開発行為及び建築確認などの許認可に関わる申請書作成及び手続は大建設計

で行うが、請負者はこれらに協力するものとする。 

4.3 施 工 図 の 

  作 成 

施工に支障がないよう、承諾に要する期間（施工図修正を含む）を見込んで作成す

ること。 

 

4.4 工事担当者 

  編 成 表 

工事着手前に工事担当者編成表、工事下請業者及び主要使用材料等を文書で、工事

契約後 1 か月以内に提出し、承認を得ること。 

再承認となった場合でも工程に支障ないように考慮すること。 

 

4.5 別途契約の 

  関連工事と 

  の調整・協力 

 

 

本工事に必要な別契約の関連工事については、すべて本工事請負者と関連工事請

負者で調整し、その責任で施工し、建物機能の確保と工事の円滑な進捗に留意す

る。 

なお関連工事においても上記の主旨に従い、工事の調整、搬入路・作業所の確保、

仮設物の利用等について、充分打ち合わせを行い、協力するものとする。 

 

4.6 災 害 防 止・ 

  近 隣 対 策 

  及 び 対 処 

工事に際し請負者は、工事現場及び近隣の安全及び災害防止を十分配慮した施工

計画を立て、適切な工事施工を行うこと。また施工上必要な許認可及び近隣対応は

すべて請負者にて行うこと。 

 

4.7 工 事 中 の 

  交 通 安 全 

工事車両運転手等への指導を行い、一般車両、歩行者の安全を図る。 

 

 

4.8 公 害 防 止 

 

１）騒音・振動・塵あい飛散・ＴＶ電波障害等による、近隣への迷惑を最小限とす

る施工方法等を選定し、徹底すること。また必要に応じて近隣説明を行うこ

と。（公害規正法を厳守の事） 

２）本工事に起因して近隣家屋等に損傷等の被害、ＴＶ電波障害が発生しないよう

充分な予防措置を行う。また事前の写真撮影、実測等の調査を行う。 

３）万一、工事により近隣に被害が生じた場合は請負者の責任において速やかに対

応並びに適切な措置を行う。 
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第５章  材料及び下請業者の指定 

5.1 材料の指定 

  

 

 

 

 

1） 使用材料及び下請業者の選定は、特記仕様書に記載の中より選定し、監理者

の承認を得ること。「同等」の記載があるものについて、同等品の使用を計

画する場合には、請負者は同等品と見なすに十分な技術資料を提示し、監理

者の承認を得ること。 

2） 指定材料が諸種の事情により入手困難な場合は、監理者の承認を得て同等

以上の他の材料に変更する事ができる。 

この場合は請負金額の増額は行わない。 

 

 

 

 

 


